
退職 再就職
年月日 年月日

1 中岡　浩一 政策調整部市政情報課長 H31.3.31 滋賀県職業能力開発協会 嘱託職員 H31.4.1

2 丸山　忠司 総務部危機・防災対策課長 H31.3.31 社会福祉法人　大津市社会福祉協議会
事務局次長兼災害ボラン
ティアセンター長

R1.5.15

3 三上　佳子 福祉子ども部幼児政策課幼児教育指導監 H31.3.31 滋賀短期大学 特任准教授 H31.4.1

4 土田　恵子 福祉子ども部幼児政策課和邇保育園長 H31.3.31 京都文京短期大学　 特任講師 H31.4.1

5 井上　敏 健康保険部保健所衛生課長 H31.3.31 京都薬科大学京薬会 事務長 H31.4.1

6 鳴海　千秋 健康保険部保健所保健予防課長 H31.3.31 滋賀県国民健康保険団体連合会 嘱託職員 H31.4.1

7 三上　良之 環境部施設整備課長 H31.3.31 地方独立行政法人　市立大津市民病院 嘱託職員 R1.6.10

8 岸本　幸士 企業局施設部安全サービス課長 H31.3.31 びわ湖ブルーエナジー株式会社 保安部長 H31.4.1

令和元年度　大津市職員の退職管理に関する条例に基づく再就職状況

備考№ 氏名 退職時の職名 再就職先の名称 再就職先での役職

  大津市では、地方公務員法に基づき、平成２８年４月１日から「大津市職員の退職管理に関する条例」を施行し、適正な退職管理に取り組んでいます。 
条例では、管理・監督の地位（課長級以上）の経験がある元職員は、離職後２年間に民間企業、公益的法人に再就職した場合は、再就職先の名称や地位等を 

届け出ることとしています。 
 令和元年８月３１日までに届出を受けた再就職の状況は次のとおりです。 
 


